
２０２０年７月１０日から始まってます♪

預けて安心♬ 「法務局で自筆証書遺言の保管制度」

いよいよ2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言を預かってもらうことが出来

るようになりました。

対象となる遺言書は自筆証書遺言に係る遺言書です。
これにより、遺言書を紛失や改ざんの恐れ無く安全に法務局(遺言書保管所)で

保管することが可能になります。また遺言者の死亡後に、相続人や受贈者らは、全

国にある法務局(遺言書保管所)において、遺言書が保管されているかどうかを調

べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求する

こと(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また遺言書を保管している法務局

(遺言書保管所)において遺言書を閲覧することが出来ます。

法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書については、家庭裁判所の

検認が不要（注１）になる他、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がさ

れると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し遺言書を保管している旨を通知しま

す。遺言書の保管申請は、遺言者の住所地もしくは本籍地又は遺言者が所有する

不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)の遺言書保管官に対してするこ

とが出来ます。

【 注意点 】

法務局では遺言事項の全文、日付、氏名の自筆と押印など自筆証書遺言として

の要因を満たしているか「外見的に確認」をします。明らかに形式不備であれ

ば、法務局から不備を指摘してくれますが、注意していただきたい点は

あくまでも提出時の現状を確認するだけで、遺言書の有効性の判断

まではしてくれません！！

【 申請・請求の種別申請・請求者手数料 】

遺言書の保管の申請 遺言者 一件につき，３９００円

遺言書の閲覧の請求（モニター） 遺言者

関係相続人等

一回につき，１４００円

遺言書の閲覧の請求（原本） 遺言者

関係相続人等

一回につき，１７００円

遺言書情報証明書の交付請求 関係相続人等 一通につき，１４００円

遺言書保管事実証明書の交付請求 関係相続人等 一通につき， ８００円

申請書等・撤回書等の閲覧の請求 遺言者

関係相続人等

一の申請に関する申請

書等又は一の撤回に関

する撤回書等につき，

１７００円
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（注１） 家庭裁判所の検認とは

遺言書を見つけたら、家庭裁判所で「検認」の申し立てを行わなければなりません。

これは、本当に被相続人が書いたものかを確認し、利害関係者に内容を知らせ、偽造や

変造を防いで確実に保存する手続きです。

※検認は、遺言が有効か、または内容が適正がどうかを判断するものではありません！

遺言を発見したのに、検認の手続きをせずに、遺言を執行したりすると、5万円以下

の過料が課せれ.られます。また、発見の際に、封がされていた遺言書を検認を受けずに

開封した場合も、遺言書の内容が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料

に処せられます。

検認を怠り、相続人や利害関係者に不利益が生じた場合は、損害賠償責任が生じるこ

ろもあるので、注意が必要です。 さらに遺言書を隠匿したり、偽造、変造したりした場

合は、相続権を剥奪され掲示責任を問われます。
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法務局における遺言書の保管等に関する法律について

令和 2年 (2020年 )7月 10日施行

O自筆証書遺言に係る現状と課題
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O法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設



脚 車

自筆証書遺言に係る遺言書を作成する0
0

注意事項をよく確認しながら′遺言書を作成 してください。

保管の申請をする遺言書保管所を決める

ヽ 保雪の申請ができる遺言薔保雷所

醤巨三二ξ署まる不動産の所在地}
のいすれかを管轄する遺言書保管所

ただし,既に他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には,その遺言書保管所になります。

申請書を作成する

申請書に必要事項を記入してくださしヽ。

申請書の様式は,法務省 HP(http:〃 www.moi.gO.ip/MIN」 1/minii03_00051.html)か ら
ダウンロー ドできます。また,法務局 (遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。

保管の申語の子約をする

保管の申請をする

次の0から0までのものを持参して,予約した日時に遺言者本人が,遺言書保管所にお越しください。

□●J遺雷書
ホッチキス止めはしないでください。封筒は不要です。

□0申請書
あらかじめ記入して持参してください。

□0蒼付書類
奄獲Q毘襲ワ箆嚢住民票の写し等 (作成後 3か月以内)

※遺言書が外国語により記載されているときは,日本語による翻訳文

□ 0本人確認書類 (有効期限内のものをいすれか 1点 )

マイナン′〔―カード 運転免許肛 遷転経屋証明脅 旅券 乗員手幅
在留カード 特Bu永佳者肛明書

□ 0手数料
遺言書の保管の申請の手数料は, 1通 につき 3,900円です (必要な収入印紙を手数料
納付用紙に貼つてください。)。

※一度保管した遺言書は,保管の申請の撤回をしない限り返却されません。

保管証を受け取る 交付される保管証のイメージ画像 →

笙■螂

手続終了後,遺言者の氏名,出生の年月日,遺言書保管所の名称及び

保管番号が記載された保管証をお渡しします。

ぞξ冒尋1翼尋控震匡吾量露毛讐黒行李憲2⊆淮「凍魯基喜ぷぁ督誓巻霜
遺言書を法務局 (遺言書保管所)に預けてしヽることをご家族にお伝え

になる場合には,保管証を利用さイlる と便利です。



遺言者は,遺言書の閲覧の請求をして,遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を
確認することができます。閲覧の方法は,モニターによる遺言書の画像等の関覧,又は ,

遺言書の原本の閲覧となります。

幽

関覧の請求をする遺雷書保管所を決める1

Cゝ 閲覧の請求ができる遺言書保管所

全国のどの遺言書保管所でも,閲覧の請求をすることができます。

遺雷書の原本が保管さtlている遺言書保管所でのみ閲覧を請求することができます。

請求書を作成する

請求書に必要事項を記入してください。請求書の様式は,

法務省 HP(httpノ/www.mol.g。.ip/MIN」 yminji03_00051.html)

からダウンロー ドできます。また,法務局 (遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。

関覧の請求の予約をする

モニターによる関覧

遺言書原本の関覧

関覧の請求をする

請求書を遺言書保管所に提出してください。

閥覧の請求ができる者

・ 遺雷者本人のみ

亀本人確認

遺言者の本人確認のため,運転免許証等.顔写真付
きの身分証明書を提示していただきます。

※モニターによる閲覧の手数料は,1回につき 18400円です。

※遺言書の原本の関覧の手数料は.1回につき 1,700口です。

※必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼つてください。

関覧をする

乳

ヽ添付書類

不要です。 謹 覆

■`.へ ′

遺雷者 (週督音 )



遺言者は,遺言書保管所に保管されている遺言書について,保管の申請の撤回をするこ
とにより,遺言書の返還等を受けることができます。

堡 闘 ② 車 調 D則 ② 麗 n※ 保管の申請の撤回は,遺言の効力とは関係がありません。

撤回書を作成する可
撤回書に必要事項を記入してください。撤回書の様式 (よ ,

法務省 HP(http://www.moj.go.jp/MIN」 1/min,i03_00051.htmI)
からダウンロー ドできます。また,法務局 (遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。

乳 ヽ保管の申請の
撤回ができる者

・ 遺言者本人のみ

撤回の干約をする
ヽ

撤回し】遺言書を返してもらう

本人確認

遺言者の本人確認のため,運転免許証等,顔写真

付きの身分証明書を提示していただきます。

ri.。 .,  .=_,|

i韓1駆 |

保管の申語の融回ができる遺雷書保管所

遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみです。

撤回書 (及び添付書類)を遺言書保管所に提出してください。

ヽ 添付書類  不要です。ただし,保管の申請時以降に遺言者の氏名,住所等に変更が生じ
ている場合には]変更が生じた事項を証する書面を添付する必要があります。

※遺雷書の保管の申請の撤回には手数料はかかりません。

遺言者は,保管の申請時以降に氏名=住所等に変更が生じたときには,遺言書保管官に
その旨を届け出る必要があります。

届出書を作成する

届出書に必要事項を記入してください。届出書の様式は ,

法務省 HP(httpノ/www.moj.go.,p/MNJ1/min,i03_00051,html)
からダウンロー ドできます。また,法務局 (遺言書保管所)窓口にも備え付けられています。

ヽ 変更の層出ができる者

・遺言者本人 左記の親権者や成年後見人等の法定代理人

変更の届出の子約をする
虫変更の層出ができる遺雷碧保霞所

全国のどの遺言書保管所でも届出をすることがで
きます。 ※変更の届出は郵送ても可能です。

変更の届出をする

1

変更届出書及び添付書類を遺言書保管所に提出又は送付してくださしヽ。

乳 添付薔類 変更が生じた事項を証する書面 (住民票の写し,戸籍謄本等)

請求人の身分証明書のコピー

戸籍障本(親権者)又は豊記事項証明書(後見人等X作成後3か月以内)

※遺言者本人以外の氏名,住所等に変更が生 じた場合には,添付書類は不要ですが,正確な
通知のためには住民票等で確認いただいた上で届け出てください。

※変更の届出には手数料はかかりません。

法定代理人が届出する場合



遺言書保管事実証明書とは
遺言書保管事実証明書の交付の請求をし,特定の遺言者の ,

自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保

管されているか否かの確認ができます (遺雷者が亡くなられている場合に限られます。)。

交付の請求をする遺言書保管所を決める1

交付の請求ができる週雷番保霞所

全国のどの選言書保管所でも,交付の請求をすることができます。

請求書を作成する

ヽ

ヽ
ヽ

交付の請求のラ約をする

②遺言者の相続人であるこ ②戸籍謄本 (親権者)や登記
とを確認できる戸籍騰本  事項証明書 (後見人等)

交付の語求ができる者
・相続人 ・遺菖執行者等 ・受遺者等 左記の親権者や成年後見人等の法定代理人

酒付薔類

②遺言者の死亡の事実を確認
できる戸籍 (除籍)騰本

④請求人の住民票の写し

(作成後 3か月以内)

①法人の代表者事項証明書
(作成後 3か月以内)

交付の請求をする

遺言書保管事実証明書の手数料は,1通につき 800円です (必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼つて

ください。)。

送付の方法による交付の請求の場合は,こ自身の住所を記載した返信用封筒と,切手を同封してください。

証明書を受け取る 運転免許証等により本人確認をした後,遺言書
保管事実証明書をお渡じします。

請求人の住所に宛てて遺言書保管事実証明書を
送付 します。

↓交付される証明書の
イメージ画像 →

遺言書が保管されている場合には′遺言書情報証明書の交付の請求や遺言書の閲覧を行い′遺言善
の内容を確認することができます。

認証文の種類

保管されている 保管されていない

相

続

人

「上記の遺言者の申請に係
る遺言書が遺言書保管所に

保管され,上記のとおり遺

言書保管フアイルに記録さ

イ1ていることを証明する。J

相
続
人
以
外
の
方

「上記の遺言者の申請に

係る請求人を受遺者等 (略)

叉は遺言執行者等(路)とす

る遺言書が遺言書保管所に

保管さイ1,上記のとおり遺

言書保管フアイルに記録さ
れていることを証明する。」

「上記の遺言者の申

いことを証明する。」

相続人が請求する場合 法定代理人が請求する場合

請求人が法人である場合

窓口請求の場合

送付請求の場合
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遺雷書情報証明書とは
相続人等は,遺言書情報証明書の交付の請求をし,遺言書保管

所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができ
ます (遺言者が亡くなられている場合に限られます。)。

交付の請求をする遺言書保管所を決める1

交付の請求ができる週雷督保曽所

全国のどの遺言書保管所でも,交付の請求をする
ことができます。

請求書を作成する

Qu憲付書類

いいえ

ヽ交付の請求ができる者

・相続人

・ 受遣者等
・置醤執行者等

上記の親権者や成年後見人等
の法定代理人

れ

の法定相続情報―覧四の写し (住所の記載があるもの)

④ 法定相続情報一覧図の写し (住所の記葦Eがないもの)

@遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍 (除籍)謄本

〇 相続人全員の戸籍謄本

② 相続人全員の住民票の写し (作成後3か月以内)

工
=:=3r手

こ■■を1づ
"静

手占ユ母手置 請求人の住民票の写し

法人の代表者事項五E明書

(作成後3か月以内)

■Ⅲ.● ,=‖と】研斎■占彦尋苺 戸籍謄本(親権者)や豊記事項証明書

(後見人等)(作成後3か月以内)

※遺言書を保管してしヽる旨の通知を受けた方が請求する場合等は,

eから②までの書類の添付は不要です。

↓交付される証明書のイメージ画像

ヽ

法定相続情報一覧図
の写 しを持つていま

すか? .

はい¬レ
同一覧図の写しに住所

の記載は覺りますか?

いいえ

●>

・・>
はい ャヽ

交付の請求の予約をする

交付の請求をする

遺言書情報証明書の手数料は, 1通につき1,400円で

す (必要な収入E口紙を手数料納付用紙に貼つてください。)。

送付の方法による交付の請求の場合は,こ自身の住所

を記載した返信用封筒と,切手を同封してください。

証 明 書 を 受 け 取 る  園
・

F予編D囲 割

・ 遺言書情報証明書は,登
記や各種手続に利用する

ことができます。

・ 家庭裁判所の検認 lよ 不要

です。

運転免許証等により本人確
認 をした後,遺言書情報証
明書をお渡しします。

■虚ヽ前備ゼ詢煮り珀 ■

請求人の住所に宛てて遺言
書情報証明書を送付 します。

相続人等が証明書の交付を受けると,遺言書保管官 |よ そ

の方以外の相続人等に対 して遺言書を保管 している旨を通

女[lし ます。

しを活用ください !
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その他の相続人等への通知
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相続人等は,遺言書の間覧の請求をして,遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認
することができます。関覧の方法は,モニターによる遺言書の画像等の間覧,又は,遺言書の原
本の関覧となります (遺言者が亡くなられている場合に限られます。)。

脚

閥覧の請求をする遺言書保管所を決める1

Q壌 関質の請求ができる遇百書保管所

全国のどの遺言書保管所でも,関覧を請求することができます。

時 中 声田

遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧を請求することができます。

請求書を作成する

モニターによる閥覧

岡覧の語求ができる者

・相続人 ・受遺者等 ・遺雷執行者等
上記の親権者や成年後見人等の法定代理人

頑付薔類

関覧の請求の子約をする

ヽ

ヽ

閲覧の請求をする

ヽ

閲覧をする

輩静:夏

請求書を遺言書保管所に提出してください。

本人醒露

請求人の本人確認のため,運転免許証等1※モニターによる蘭覧の手数料は,1回 につき

顔写真付きの身分証明書を提示していた  1=400円です。

だきます。 ※遺言書の原本の閲覧の手数料は ,

1回につき 1・700円です。

※必要な収入印紙を手数料納付用紙
に貼つてください。

(相続人等 )

相続人等が遺言書の関覧をすると,遺言書保管宮はその方以外の相続人等に対 して遺言書
を保管 している旨を通知 します。

その他の相続人等への通知



Q A

1

法務局 (遺言書保管所)で遺言書の書き方を

教えてくれますか。

遺言書の作成に関するこ相談には一切応じら芹1ません。

遺言書の様式については,注意事項 をこ覧いただき,あ らかじ

めご自身で作成の上,来庁いただくようお願いします。

2
遺言書の様式について,用紙に模様があるの

ですが,申請可能ですか。
その模様が文字の判読に支障がないものであれば,申請可能です。

3
遺言書を何色か色分けして書いてもよいです

か 。

保管されている遺言書について,相続人等がその内容を確認する手

段として遺言書情報証明書の交付の請求や遺言書の関覧がありま

す。関覧については原本とモニターによる方法があり,色分けを確

認することができますが,遺言書情報証明書は白黒で出力されるた

め色分けを確認することができません。したがつて,本制度を利用

する場合,遺言書を色分けして作成することはお勧めしません。

4
保管制度が開始する前に作成した遺言書でも

預かつてもらえますか。

作成した遺言書が所定の様式 (注意事喚参照)に合うものであ

れば,保管申請することが可能です。

5 申請書・請求書は,どこでもらえますか。

法 務 省 ホ ー ム ベ ー ジ (htt「 //www,mof.gojp/MIN」7
minJ03 00051.htmり に掲載している様式をダウンロー ドして

入力することで作成いただくことができます。なお,法務局 (遺

言書保管所)の窓口でも入手可能です。

6

保管の申請をしたいのですが,遺言者本人が

病気のため法務局 (遺言書保管所)へ出頭で

きなしヽ場合はどうすイ1ばよいですか。

本人出頭義務を課していることから,その場合には,本制度をこ

利用いただけません。なお,介助のために付添人に同伴していた

だくことは差し支えありません。

7

保管の申請時には,遺言書を封筒に入れたま

ま法務局 (遺言書保管所)へ持参すればよい

ですか。

申請時には遺言書原本のみをお出しいただくことになります。封

筒は不要です。

8
本人確認について,顔写真付きの身分証明書を

所持していナょい場合はどうすればよいですか。

本人出頭義務を課していることから,な りすましを防止する必要

があるため,顔写真付きの身分証明書の提示が必須となります。

例えば,マイナンプヾ―カー ドであれば,誰でも取得できますので

こ検討願います。

9
保管の申請の手数料について,保管年数に応

じて手数料も増えるのですア〕`。

保管申請の手数料は,その後の保管年数に関係なく申講時に定額

(遺言書 1通につき,3,900円 )を納めていただきます。

10
手数料納付のための収入印紙はどこで購入す

ればよいですか。

各法務局 (遺言書保管所)庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近

くの郵便局等で販売しています。詳しくは,申請・請求予定先の

法務局 (遺言書保管所)にお問い合わせください。

11
遺言書を法務局 (遺言書保管所)に預けたこ

とを家族に伝えておいた方がよいですか。

法務局 (遺言書保管所)に預けたことをと家族 (相続人となり得

る方)に伝えておいていただくと,相続開始後,ご家族が,スムー

ズに遺言書情報証明書の請求手続等を行うことができます。保管

証を利用すると確実です。

12
保管証を紛失した場合にlよ ,再発行可能です

か。

保管証の再発行はできませんので,大切に保管してください。な

お,保管証があるとその他の手続がスムーズですが,保管証が声よ

い場合でも手続は可能です。



AQ

13
保管の申請をした後に,遺言書の内容を変更

したい場合はどうすればよいですか。

保管の申請の撤回をして遺言書の返還を受けて,遺言書の内容を

変更してから,再度保管の申請をしていただくことを推奨します。

撤回をせずに新たな遺言書を預けることも可能です。いずれの場

合も改めて保管の申請の手数料がかかります。

14
遺言書の保管の申請の撤回を行つた場合に,

その遺言は無効になるのですか。

遺言書の保管の申請の撤回は,法務局 (遺言書保管所)に遺言書

を預 Iす ることをやめることであり,その遺言の効力とは関係があ

りません。

15

遺言書の問覧をしたいのですが,遺言書が保

管されている法務局 (遺言書保管所)が遠方

の場合もその法務局 (遺言書保管所)へ行か

なければなりませんか。

遺言書の関覧方法として,遺言書原本を関覧する方法のほか,モ
ニターで遺言書を閲覧する方法があります。モニターの方法によ

る場合には,全国どこの法務局 (遺言書保管所)においても閲覧

が可能となります。

16

遺言書情報証明書を取得したいのですが,自
分で法務局 (遺言書保管所)へ行かなければ

なりませんか。

保管の申請の場合 (Q6)と異ナょり,遺言書情報証明書等の交付に

ついては,こ自身で法務局 (遺言書保管所)の窓口に出向いて請

求するほか,郵送による言青求や,法定代理人による手続も可能で

す。なお,保管の申請書や請求書等の書類については,司法書士

等にその作成を依頼することができます。

可フ
遺言書情報証明書はどのような手続に使用で

きますか。

今まで遺言書の原本を必要としていた相続登記手続等や銀行での

各種手続について,遺言書情報証明書を使用していただくことを

想定しています。

18

家族 (相続人)は法務局 (遺言書保管所)に
保管されている遺言書を返却してもらうこと

ができますか。

法務局 (遺言書保管所)に保管されている遺言書については,家
族 (相続人)であっても返却を受けることはできません。内容を

確認するには,遺言書情報証明書の交付の請求又は遺言書の閲覧

をしてください。

19
予約せすに直接法務局(遺言書保管所)に行つ

た場合には申請を受け付けてもらえますか。

各種申請・請求に当たって(ま 原則として予約が必要です。予約せ

すに来庁された場合,長時間お待ちいただいたり,その日に手続

ができない場合があります。

20
自筆証書遺言を作成したら必ず法務局 (遺言

書保管所)に預けナょければならないのですか。

本制度は,自筆証書遺言に係る遺言書について,法務局 (遺言書

保管所)に保管をするという選択肢を増やすものであり,従来ど

おり自宅等で保管していただくことも可能です。

21
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ベ

ばよいですか。

自筆証書遺言と公正証書遺言の主な特徴につい
レッ トに記載していま
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